
納付期限　10月31日㈫ 市・府民税第３期、国民健康保険料第５期、後期高齢者医療保険料第４期の普通徴収

◦
宅
配
便

◦
学
校
、
幼
稚
園
、
保
育
所
な
ど
の

健
康
診
断

※
対
象
の
計
量
器
を
使
用
し
て
い
て

ハ
ガ
キ
が
届
か
な
い
場
合
は
問
い

合
わ
せ

※
計
量
士
に
よ
る
検
査
を
受
け
て
い

る
場
合
や
適
正
計
量
管
理
事
業
所

の
計
量
器
は
免
除

指
定
定
期
検
査
機
関

　

大
阪
市
計
量
協
会

　

☎
０
６（
６
５
７
７
）５
８
８
４

借
金
や
ロ
ー
ン

一
人
で
悩
ま
な
い
で

◦
コ
ロ
ナ
で
仕
事
が
減
り
、
消
費
者

金
融
で
お
金
を
借
り
た
が
、
収
入

も
増
え
ず
思
っ
た
よ
う
に
返
済
で

き
な
い

◦
生
活
費
の
補
填
に
銀
行
ロ
ー
ン
を

借
り
た
が
、
体
調
を
崩
し
て
仕
事

が
で
き
な
く
な
り
返
済
で
き
な
い

◦
急
な
リ
ス
ト
ラ
に
遭
い
、
住
宅
ロ

ー
ン
が
支
払
え
な
く
な
っ
た

　

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
で
は
債
務
整

理
を
行
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、

弁
護
士
会
の
債
務
相
談
窓
口
や
そ
の

ほ
か
関
係
機
関
の
窓
口
へ
案
内
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

長
い
人
生
、
思
い
も
よ
ら
な
い
こ

と
か
ら
多
重
債
務
に
陥
る
可
能
性
は

誰
に
で
も
あ
り
ま
す
。
心
身
や
心
が

疲
れ
果
て
て
し
ま
う
前
に
勇
気
を
出

し
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）７
２
４
９

10
月
16
日
～
22
日
は

行
政
相
談
週
間

　

行
政
相
談
週
間
と
し
て
、
１
日
特

設
相
談
所
の
開
設
や
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

を
実
施
し
ま
す
。

◆
定
例
相
談

と
き　

10
月
４
日
㈬

　

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

と
こ
ろ　

相
談
室
１

　

（
市
役
所
別
館
３
階
）

◆
１
日
特
設
相
談
所

と
き　

10
月
12
日
㈭

　

午
前
10
時
～
正
午

と
こ
ろ　

南
部
市
民
セ
ン
タ
ー

◆
共
通

相
談
員　

行
政
相
談
委
員

対
象　

市
在
住
の
人

◆
街
頭
啓
発
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

と
き　

10
月
12
日
㈭
午
後
２
時
か
ら

と
こ
ろ　

ら
ら
ぽ
ー
と
門
真
・
三
井

ア
ウ
ト
レ
ッ
ト
パ
ー
ク
大
阪
門
真

　

（
１
階
セ
ン
タ
ー
コ
ー
ト
ほ
か
）

問
合
先　

人
権
市
民
相
談
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
６
４
８

人
権
に
関
す
る
相
談

　

各
相
談
は
す
べ
て
無
料
で
す
。
秘

密
は
厳
守
し
ま
す
。

◆
人
権
相
談
員
に
よ
る
相
談

と
き　

平
日

　

午
前
９
時
30
分
～
午
後
５
時
30
分

と
こ
ろ　

相
談
室
３

　

（
市
役
所
別
館
３
階
）

相
談
員　

市
人
権
協
会
相
談
員

◆
人
権
擁
護
委
員
会
特
設
人
権
相
談

と
き
・
と
こ
ろ

◦
10
月
６
日
㈮
…
高
齢
者
ふ
れ
あ
い

セ
ン
タ
ー

◦
10
月
20
日
㈮
…
老
人
福
祉
セ
ン
タ

ー
※
時
間
は
午
前
９
時
30
分
～
正
午
、

相
談
員　

人
権
擁
護
委
員

◆
共
通

申
込
方
法

　

電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
直
接

申
込
・
問
合
先　

人
権
市
民
相
談
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
７
９

　

FAX
０
６（
６
９
０
５
）３
２
６
４

な
く
そ
う
部
落
差
別
！

10
月
は
「
大
阪
府
部
落
差
別
事

象
に
係
る
調
査
等
の
規
制
等
に

関
す
る
条
例
」
啓
発
推
進
月
間

　

部
落
差
別
事
象
の
発
生
を
防
止
し
、

基
本
的
人
権
を
守
る
た
め
、
部
落
差

別
事
象
を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
の
あ

る
個
人
及
び
土
地
に
関
す
る
事
項
の

調
査
、
報
告
な
ど
の
行
為
を
規
制
し

て
い
ま
す
。

　

戸
籍
謄
（
抄
）
本
・
住
民
票
は
、

原
則
本
人
以
外
は
弁
護
士
や
司
法
書

士
な
ど
が
職
務
目
的
で
入
手
す
る
こ

と
し
か
で
き
ま
せ
ん
。
委
任
状
の
偽

造
な
ど
に
よ
る
不
正
取
得
は
違
法
行

為
で
す
。

問
合
先　

府
人
権
局
人
権
擁
護
課

　

☎
０
６（
６
２
１
０
）９
２
８
２

Ｎ
Ｅ
Ｔ
１
１
９

緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム

　

聴
覚
・
構
音
障
が
い
で
音
声
で
の

１
１
９
番
通
報
が
困
難
な
人
の
た
め

の
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
で
す
。

　

事
前
登
録
後
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

や
携
帯
電
話
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
か

ら
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
へ
チ
ャ
ッ
ト

形
式
で
１
１
９
番
通
報
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

対
象

　

市
在
住
・
在
勤
・
在
学
で
聴
覚
・

構
音
障
が
い
で
音
声
に
よ
る
１
１

９
番
通
報
が
困
難
な
人

費
用

　

無
料

※
通
信
費
は
自
己
負
担

登
録
方
法

　

消
防
本
部
司
令
課
へ
直
接

問
合
先　

守
口
市
門
真
市
消
防
組
合

消
防
本
部
司
令
課

　

☎
０
６（
６
９
０
６
）１
１
２
２

応
急
手
当
普
及
啓
発
活
動
定
期
講
習

と
き　

11
月
19
日
㈰

と
こ
ろ　

守
口
市
門
真
市
消
防
組
合

消
防
本
部

内
容

◦
普
通
救
命
講
習
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ

◦
上
級
救
命
講
習

◦
救
急
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
再
講
習

申
込
方
法　

10
月
23
日
㈪
～
11
月
10

日
㈮
に
直
接
ま
た
は
守
口
市
門
真

市
消
防
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

申
し
込
み

※
費
用
な
ど
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

問
合
先　

守
口
市
門
真
市
消
防
組
合

消
防
本
部
警
備
課

　

☎
０
６（
６
９
０
６
）１
３
０
５

住
宅
用
火
災
警
報
器

設
置
状
況
調
査
・
設
置
指
導
を
実
施

　

消
防
職
員
が
全
世
帯
を
訪
問
し
、

聞
き
取
り
調
査
を
行
い
ま
す
。

と
き　

９
月
19
日
か
ら
概
ね
３
年
の

期
間
内
で
順
次

※
時
間
は
午
前
９
時
～
午
後
８
時

問
合
先　

守
口
市
門
真
市
消
防
組
合

消
防
本
部
予
防
課

　

☎
０
６（
６
９
０
６
）１
３
０
２

重
度
障
が
い
者
医
療
証
を
送
付

　

重
度
障
が
い
者
医
療
証
の
有
効
期

限
は
10
月
31
日
㈫
で
す
。
11
月
１
日

㈬
以
降
の
医
療
証
は
加
入
保
険
と
４

年
中
の
所
得
の
確
認
が
で
き
た
人
へ

10
月
中
頃
に
郵
送
し
ま
す
。

　

社
会
保
険
な
ど
の
確
認
が
必
要
な

人
と
所
得
申
告
を
し
て
い
な
い
人
に

は
通
知
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
手
続

き
を
お
願
い
し
ま
す
。

対
象
者　

身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２

級
所
持
者
、
重
度
の
知
的
障
が
い

者
、
中
度
の
知
的
障
が
い
者
で
身

体
障
害
者
手
帳
所
持
者
、
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
所
持
者
、

特
定
医
療
費
（
指
定
難
病
）
特
定

疾
患
医
療
受
給
者
証
所
持
者
で
障

害
年
金
ま
た
は
特
別
児
童
扶
養
手

当
１
級
該
当
者

※
所
得
制
限
あ
り

申
込
・
問
合
先　

障
が
い
福
祉
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
１
５
４

　

FAX
０
６（
６
９
０
５
）９
５
１
０

戦
没
者
追
悼
式

　

先
の
大
戦
に
お
け
る
戦
没
者
に
追

悼
の
意
を
表
し
、
恒
久
平
和
を
祈
念

す
る
戦
没
者
追
悼
式
を
挙
行
し
ま
す
。

遺
族
の
人
は
参
列
く
だ
さ
い
。

と
き　

10
月
20
日
㈮

　

午
後
１
時
30
分
か
ら

※
受
付
は
午
後
１
時
か
ら

※
事
前
申
込
不
要

※
会
場
に
献
花
用
の
花
あ
り

と
こ
ろ　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

問
合
先　

福
祉
政
策
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
９
３

い
き
い
き
健
や
か
教
室

と
き　

10
月
16
日
㈪

　

午
後
１
時
30
分
～
２
時
30
分

と
こ
ろ　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

※
オ
ン
ラ
イ
ン
で
も
同
時
開
催
。
オ

ン
ラ
イ
ン
参
加
に
か
か
る
通
信
費

は
自
己
負
担

内
容　

フ
レ
イ
ル
・
サ
ル
コ
ペ
ニ
ア

と
栄
養

講
師　

寺て
ら

田だ

真ま

知ち

子こ

（
牧
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
病
院
）

対
象　

市
在
住
で
65
歳
以
上
の
人

費
用　

無
料

申
込
方
法　

電
話

申
込
・
問
合
先　

高
齢
福
祉
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
１
７
６

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー�

要
予
約

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
講
座

　

認
知
症
に
つ
い
て
よ
り
深
く
学
び
、

認
知
症
の
人
の
支
援
に
つ
な
げ
る
た

め
の
講
座
で
す
。

と
き　

10
月
20
日
㈮

　

午
後
３
時
～
４
時
30
分

と
こ
ろ　

南
部
市
民
セ
ン
タ
ー

講
師　

吉
村
匡
史
（
関
西
医
科
大
学

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
学
部
作
業

療
法
学
科
教
授
）

対
象　

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講

座
を
受
講
済
の
人

費
用　

無
料

申
込
方
法　

電
話
ま
た
は
直
接

申
込
・
問
合
先　

く
す
の
き
広
域
連

合
門
真
支
所
（
高
齢
福
祉
課
内
）

　

☎
０
６（
６
７
８
０
）５
２
０
０

受
講
生
募
集

手
話
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
講
座

　

手
話
技
術
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
を
図

り
ま
す
。

対
象

　

市
在
住
・
在
勤
で
、
手
話
奉
仕
員

養
成
講
座
を
修
了
し
た
人
ま
た
は

同
程
度
の
技
術
を
習
得
し
て
い
る

人
と
き
・
と
こ
ろ

◦
10
月
18
日
・
25
日
、
11
月
１
日
・

８
日
・
15
日
の
水
曜
日
午
後
７
～

９
時
…
第
９
会
議
室
ほ
か
（
市
役

所
本
館
４
階
）

◦
11
月
１
日
・
８
日
・
15
日
・
29
日
、

12
月
６
日
の
水
曜
日
午
後
２
～
４

時
…
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

費
用

　

無
料

申
込
方
法

　

10
月
２
日
㈪
～
13
日
㈮
に
電
話
、

直
接
ま
た
は
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
申

し
込
み

申
込
・
問
合
先　

障
が
い
福
祉
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
５
４

　初回接種を完了した生後６カ月以上のすべての
人を対象に、追加接種を１人１回受けることがで
きます。使用するワクチンは、オミクロン株
XBB.1.5対応１価ワクチンです。
予約方法　市内医療機関へ問い合わせ
問合先　健康増進課　☎０６(６９０４)６４００
◆接種券を順次発送
　前回接種から３カ月経過した人へ順次、接種券
を発送します。

新型コロナワクチン接種

接種券の発送時期
対象者 発送予定日

65歳以上の人 ９月15日㈮以降、順次

60歳以上の人 ９月15日㈮

生後６カ月以上・55歳以上の人 ９月25日㈪

50歳以上の人 10月２日㈪

40歳以上の人 10月６日㈮

30歳以上の人 10月16日㈪

12歳以上の人 10月23日㈪

※発送からお届けまで１週間程度かかる場合があります
※�前回送付した接種券が未使用の人へ新たに接種券を発
送しませんので、未使用の接種券を使用してください。
接種券を紛失した人は、接種券の再発行が必要

５年秋開始接種を実施５年秋開始接種を実施

申し込みは
こちら

計
量
器
の
定
期
検
査

　

計
量
法
に
基
づ
く
特
定
計
量
器
の

定
期
検
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
が
、

特
に
10
月
頃
は
調
査
区
域
を
年
度
に

分
け
て
集
中
的
に
実
施
し
ま
す
。
対

象
調
査
地
区
に
は
ハ
ガ
キ
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

対
象　

次
の
い
ず
れ
か
で
使
用
す
る

計
量
器

◦
商
店
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
な

ど
の
計
量
販
売

◦
工
場
、
事
務
所
な
ど
の
材
料
の
購

入
、
製
品
の
販
売
出
荷

◦
病
院
な
ど
の
健
康
診
断

◦
薬
局
、
病
院
の
薬
の
調
剤
用

消

防

福

祉

人

権

消
費
生
活
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